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下妻広域

　下妻市、八千代町、常総市、筑西市を構成市町とした
一部事務組合で、市町村等が行う仕事の一部を複数の
市町村等が共同で行う目的で設置した行政機関です。
　組織は、事務局、環境整備推進室（フィットネスパ
ーク・きぬ（ほっとランド・きぬ））、クリーンポート・
きぬ（ごみ処理施設）、城山公苑（し尿処理施設）、ヘ
キサホール・きぬ（葬斎場）、クリーンパーク・きぬ
（最終処分場）で構成されています。

下妻地方広域事務組合とは
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下妻地方広域事務組合の公共施設等総合  管理計画を策定しました。〜概要を紹介します〜

　下妻広域が保有する公共施
設等の老朽化の状況等を把握
し、点検・診断、維持管理、
長寿命化などを計画的に進め、
財政負担の軽減・平準化を実
現し、安全・安心で持続可能
な公共施設等の管理を実現す
ることを目的として「下妻地
方広域事務組合公共施設等総
合管理計画」を策定しました。

施設の現状を把握し、今後30年間の持  続可能な管理を実現する計画です。

公共施設等の総合的かつ計画的な　　管理に関する基本的な方針
下妻広域の４つの課題

下妻広域が直面している課題は次の通りです。 【管理に関する基本的な考え方】

個別施設計画は、各施設に必
要な機能を維持するため中長
期 に わ た る整備 の内容 や時
期、 費用等 を具体的 に表 し 
た計画であり、限られた財源
の中で施設を長寿命化しなが
ら維持管理・更新コストの縮
減・平準化を図るなど、戦略 
的に施設整備を進める点で重
要なもの。

二酸化炭素の放出と吸収が相
殺されている状態。

【クリーンポート・きぬ　（ごみ処理施設）】
◆定期的に設備・機器の状態を調査し、

更新・改修等の時期・費用等を定め、
計画的な維持管理を図ります。

◆新たな最終処分場整備計画及び跡
地活用計画の策定を検討します。

【フィットネスパーク・きぬ（総合公園）】
◆予防保全型管理を導入し、長

寿命化を図ります。

●スポーツ・レクリエーション施設 ●その他

●供給処理施設

◆管理棟についても、その状態を
調査 し、 計画的 な維持管理 を
図ります。

【クリーンパーク・きぬ
　　　　　　　（最終処分場）】

【城山公苑（し尿処理施設）】

【ヘキサホール・きぬ（葬斎場）】

Q＆A

下妻広域の施設管理の
基本的な方針を定める

ものです。

＜問い合わせ先＞
下妻地方広域事務組合 事務局
〒304−0054
茨城県下妻市中居指1100
　0296−45−0611
　 http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp

ぼくたちの生活に欠
かせない大切な施設
の未来の計画だよ！

対象施設は下妻広域が
保有する「5施設」だね。

いまから考え
ることが大切
なんだ！

●フォローアップの
　　　　　　実施方針

・公共施設等総合管理
　計画の策定・改訂

・検証結果を踏ま
　え、課題抽出
・改善策の検討

PLAN
（計画）

DO
（実施）

ACTION
（改善）

CHECK
（検証）

ＰＤＣＡサイクルによる
計画の推進

◆ＰＤＣＡ（計画・実施・検証・
　改善）サイクルによる
　フォローアップを行います。

・進捗管理や効果の検証
※定期点検等の結果など

〔千姫ちゃま＠常総市〕

〔八菜丸〕

〔シモンちゃん〕

〔（(ｃ)) 筑西市〕

Ｑ．個別施設計画って
　　なに？
Ａ．

Ｑ．カーボンニュート
　　ラルってなに？
Ａ．

●維持管理・修繕・更新等の実施方針
　計画的な点検、診断及び修繕等を行う。個別施設計画を策定し、この
計画に基づき維持管理等を推進します。

●長寿命化の実施方針
　予防保全型の維持管理を推進し、維持管理・更新等費用の縮減・平準
化も視野に入れた長寿命化を推進します。

●脱炭素化の推進方針
　維持管理・改修・更新等において、脱炭素化を推進します。

●統合や廃止の推進方針
　構成市町の将来人口が減少することによる変化に応じ、建替え時の施
設規模の最適化を検討します。

施設の現状からみた課題

　安定した公共サービスを提供するた
めに、個別施設計画に基づく長寿命化
対策を実施し、効率的で適切な維持管
理・運営による施設の長寿命化及び更
新等費用の抑制、平準化を図ること。

人口等の今後の見通しからみた課題

　人口減少・少子高齢化に対応した公
共施設の供給のあり方、ごみの量や種
類の変化に対応した供給処理施設の維
持・向上を検討していくこと。

財政状況からみた課題

　下妻広域の歳入は、多くを構成市町
からの負担金に頼らざるを得ない状況
において、計画的に財政負担の軽減・
平準化を図ること。

脱炭素化に向けた課題

　国が政府実行計画に基づき実施する
「地球温暖化対策計画」に準じて、今
後はカーボンニュートラルに資する部
材を使用した改修など、脱炭素化事業
の推進。

◆ごみ焼却施設は、個別施設計画に基
づき計画的な点検等を踏まえ、適切
な維持管理を図ります。建築物の屋
根・外壁等については、その状態を
調査し、計画的な維持管理を図りま
す。

◆粗大ごみ処理施設は、設備機器の延
命化を図るとともに、屋根・外壁等
についても、その状態を調査し、計
画的な維持管理を図ります。

◆「ほっとランド・きぬ」は、計画的な
点検・診断等を実施しつつ、個別施
設計画に基づく長寿命化対策を図り
ます。

・総合管理計画に基づき、
　各施設の個別施設計画
　（長寿命化計画）策定・
　改定、実施
・維持管理・更新の実施



搬入できる日 受　付　時　間 搬入できるごみ
●ごみを「クリーンポート・きぬ」に搬入し、処理するにはごみ処理手数料がかかります。
・家庭系一般廃棄物：一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ………152.9円/10㎏（税込）　
・事業系一般廃棄物：事業所、商店や農業生産活動など事業活動に伴って生じた
　　　　　　　　　　産業廃棄物以外のごみ……………………………220.0円/10㎏（税込）

ごみ処理手数料

パソコン
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

粗大ごみの戸別収集

※第１・３・５土曜日、日曜日、祝日、受付時間外は搬入できません。
※受付時間内であっても、場内が混雑した場合は、搬入をお断りすることがあります。
※集積場に出せるものは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ（空き缶、空きびん、ペットボトル、段ボールなど）、
　有害ごみ（蛍光管、乾電池、リチウムイオン電池）です。

可燃ごみ  不燃ごみ  粗大ごみ

可燃ごみ  不燃ごみ  粗大ごみ

不燃ごみ　粗大ごみ

9：00～11：45　13：00～16：30

9：00～11：45　13：00～16：00

9：00～11：45　13：00～16：00

毎週月曜日～金曜日

毎月第２土曜日

毎月第４土曜日

下記につきましては、下妻広域ホームページにて詳細をご確認ください。

詳細は、『「クリーンポート・きぬ」からのお知らせ』をご確認ください。

●住所が確認出来るもの(運転免許証など)の提示をお願いします。
●搬入するごみは、下妻市・八千代町・常総市石下地区から出たものに限ります。
※搬入者の住所とごみが出た場所が異なる場合、ごみが出た場所がわかるもの（公共料金の明細書など）の提示をお願いします。
　ただし、搬入者は親族に限ります。

・自己搬入が原則です。（他人のごみは搬入できません）
・搬入者自身での手おろしとなります。（ダンプアップは原則禁止です）
・「可燃ごみ」「不燃ごみ」に分別しておろせるように搬入してください。
・中身が見える袋（透明・半透明のビニール袋など）に入れてください。中身が見えない袋などに
　よる搬入は、お断りすることがあります。
・木の枝などは「長さ２ｍ、太さ15㎝」までです。長さ50㎝以上のものはヒモで束ねて
　ください。
・畳の搬入は１日16枚までです。
・搬入できる車は２トン車までです。（車検証記載の最大積載量）
・トラックなどで搬入するときは、ごみを落とさないようにシートなどでおおってください。
●事業系一般廃棄物で搬入できるものは、「紙くず」「従業員の飲食物・飲料容器」「動植物性残渣
　（飲食店から出た生ごみ、畑や市場からの野菜や果物）」「事業所敷地内の草・木」が原則となり
　ます。
上記を守れない場合や、職員の指示に従わない場合は、ごみの搬入をお断りすることがあります。

●次のものは、搬入できませんので、販売店や廃棄物処理業者に相談してください。
●産業廃棄物【事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法で規定された種類の廃棄物。燃え殻、廃油、
　　　　　　　廃プラスチック類、ゴムくず、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず、製造に伴い排出される
　　　　　　　木くず、紙くず、繊維くず、業務用機器、パレットなど】
●建 築 廃 材【家屋解体に伴う木材（リフォームを含む）、瓦、コンクリートガラ、レンガ、ブロック、土砂類、
　　　　　　　石膏ボード、ソーラー温水器（パネル含む）、太陽光発電パネル一式、その他 家屋付帯設備など】
●農業廃棄物【農業機械、農業用ビニールやビニールハウスなどの農業資材、農薬など】
●自動車部品【タイヤ、シート、バンパー、エンジン、マフラーなど】
●そ　の　他【消火器、火薬、塗料、シュロの木、ピアノ、焼却灰、ガスボンベ、バッテリー、バイク（50㏄を
　　　　　　　超えるもの）、木の枝などで長さ２ｍ・太さ15㎝を超えるもの、冷媒（フロンガスなど）が入っている
　　　　　　　器具、事業所排出の粗大ごみ、分別していないもの、多量に排出されたもの、処理施設に支障
　　　　　　　を生ずるおそれのあるもの、構成市町以外の地域から排出された廃棄物など】
※ その他ごみの搬入について、不明な点があれば「クリーンポート・きぬ」へお問い合わせください。

●集積所や収集日に関すること（集積所に出すごみの分別、休日などの収集日）
●粗大ごみ処理券の販売に関すること

●粗大ごみの収集、粗大ごみ処理券の区分・販売に関すること

〒304－0054 茨城県下妻市中居指1100
　 http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/

「クリーンポート・きぬ」に直接搬入される方へ

※ただし、搬入量が10㎏未満でも10㎏分の処理手数料がかかります。

●家庭や商店、会社などのごみを自分で持ち込み、処理するとき
●商店や会社などのごみの収集に関すること

ごみを搬入する場合の注意

・リチウムイオン電池は火災事故を起こす原因になります。集積所に「有害ごみ」として出してください。
・クリーンポート・きぬに搬入する場合は、他のごみと分けてお持ちください。（　 ←このマークが目印です。）

・小型充電式電池などはリサイクルすることができます。

使用済みリチウムイオン電池（が使用された製品）の捨て方について

クリーンポート・きぬ
　0296－43－8822

（公社）下妻地方広域シルバー人材センター
　0296－44－3198　茨城県下妻市本城町３丁目36番地１（下妻公民館１階）

各市町担当課　　下 妻 市 環 境 課　　0296－43－2111
　　　　　　　　八千代町環境対策課　　0296－48－1111
　　　　　　　　常総市生活環境課　　0297－23－2111

搬入できないごみ

問い合わせ
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最終処分場「クリーンパーク・きぬ」
　八千代町大渡戸にあり、宿泊ができるバンガローや大人数でバーベキューを楽しめる施設が併設されていま
す。他にも、芝生の上で遊べる多目的広場、春には桜を見ながら散歩やジョギングができるコースもあります。

バーベキュー料金表（税込） バンガロー料金表（税込）
バーベキュー１炉 ３時間 500円 ６人用 利用時間（１泊１棟）

14時～翌日10時まで
6,000円

バーベキューセット（器具） ３時間 500円 10人用 10,000円
木　炭 １箱 500円

布団

１組 880円
詳しくはホームページ又はお問い合わせください
〒300−3515　茨城県結城郡八千代町大字大渡戸390
　http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp
　0296−30−2890

配送料（１団体） 1,100円

バーベキュー施設 バンガロー施設

総合公園「フィットネスパーク・きぬ」多目的広場（グラウンドゴルフ場）
住　所：〒304−0054　茨城県下妻市中居指1126
利用時間：9：00～日没（17：00を限度）悪天候の場合、利用不可
休園日：毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場合、翌日が休園）年末年始、
　　　　その他臨時休園
　　　：https://hotlandkinu.com/
　　　：0296−30−4126

葬斎場「ヘキサホール・きぬ」
　「ヘキサホール・きぬ」は、火葬のみらなず、告別の儀までを総合的に執り行う機能を有しており、周辺地域の環境
保全に配慮し、利用する人にやすらぎを与えられるような施設です。
　名称については、葬斎場のイメージを連想させないようにするため「ヘキサホール・きぬ」としました。これは、
施設がエントランスホールをはじめ、柱や照明などの意匠を六角形としており、六角形はギリシャ語でhexa（ヘキサ）
ということから名付けられました。

利用料金（税込）
普通券（4時間） １人１回 350円

一日券 １人１回 550円
会員券 １人１年間 12,000円

用具セット
（クラブ1本、

ボール1個）
１セット 100円

※令和６年４月時点の情報です。

１．鉄板又は網をセット（無料で貸し出し）
２．持ってきた炭で火おこし
　　（忘れてしまった場合は事務所でも販売しています。）
３．持ってきた材料を焼く
４．食べる　　　５．片付け
※全ての工程において、楽しむことができます。

　布団は、レンタルとなりますので、事前に
必要な数を利用日の１週間前までに申し出て
ください。また、寝袋などの持込みは可能です。斎場 72人用

待 合 室

エントランスホール

中 庭

納 骨 室

告 別 室

炉前ホール

ラウンジ

斎 場

斎場 ロビー

大空を仰ぎ見る圧迫感のない静寂な空間が、
「野辺の送り」の雰囲気を醸し出しています。

落着いた部屋で庭園を眺め
ながら故人を偲び語り合う
ことができます。

斎場 108人用
ラウンジ前は、淡黄
色の花開く株立ち菩
提樹を中心に花木を
配し、御影石を幾何
学的に並べ、自然と
人工の美を調和させ
てくれます。

待合室前は、自
然のぬくもりを
感じながら、心
の安らぎを満た
してくれます。

108人固定席、72人
固定席の斎場があ
ります。自然採光
と人工採光が調和
し、静寂の中にも
荘厳さを感じさせ
ます。

大理石の壁、御影
石の床にやわらか
な光がさしこみ心
静かに故人とお別
れができる雰囲気
をつくっています。

輻射熱・粉塵の吸引装置を備え、清
潔な環境のなかで心静かに収骨でき
ます。

自然照明と人工照明が現世と来世を演出し故人
の冥福を祈りながら最後のお別れを行うことが

できます。

洋室

和室
　10人用１棟、６人用２棟、合わせて３棟あり、全棟
お風呂とトイレは別となっていて使いやすい構造に
なっています。もちろん、冷暖房設備も完備してい
ますので、夏も冬も快適に過ごすことができます。

〒304−0811　茨城県下妻市下栗250　
　0296−43−7766

　バーベキュー炉は３つあり、１炉におよそ８人ま
で座れます。足りない時は、近くに設置してあるテ
ーブルとベンチをお使いください。また、包丁やト
ングなど有料で貸し出している器具もあります。

使
い
方

注
意
事
項
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8広報 下妻広域　 2024年 第５号

歳入名称 歳入区分説明
分担金及び負担金 当組合を構成する下妻市、八千代町、常総市

及び筑西市からの負担金です。

使用料及び手数料 ごみ処理や、し尿処理の処分手数料、火葬場
と葬斎場の使用料等です。

国 庫 支 出 金 国からの補助金です。放射性物質測定等を行
った際に補助されます。

財 産 収 入 基金の積立金利子及び土地等貸付収入です。

繰 越 金 前年度から繰越したお金を次年度の財源に充
てるものです。

諸 収 入 鉄等の有価物（価値のあるもの）の売払代金等
です。

歳出名称 歳　出　内　容
議　会　費 議会の運営に係る費用です。

総　務　費 当組合の施設運営及び維持管理等に係る費用
です。

土　木　費 主にフィットネスパーク・きぬ（ほっとラン
ド・きぬ）に係る経費です。

衛　生　費
（清掃費）

城山公苑（し尿処理施設）、クリーンポート・
きぬ（ごみ処理施設）及びクリーンパーク・きぬ
（最終処分場）に係る経費です。

衛　生　費
（保健衛生費）

ヘキサホール・きぬ（葬斎場）に係る経費です。

事件の番号 件　　　　　　　　　　　　　名 議決結果等
報告第１号 令和４年度下妻地方広域事務組合クリーンパーク・きぬ特別会計繰越明許費繰越計算書について 報告のみ
報告第２号 専決処分の承認を求めることについて 原案承認
認定第１号 令和４年度下妻地方広域事務組合一般会計歳入歳出決算について 原案認定
認定第２号 令和４年度下妻地方広域事務組合フィットネスパーク・きぬ特別会計歳入歳出決算について 原案認定
認定第３号 令和４年度下妻地方広域事務組合城山公苑特別会計歳入歳出決算について 原案認定
認定第４号 令和４年度下妻地方広域事務組合クリーンポート・きぬ特別会計歳入歳出決算について 原案認定
認定第５号 令和４年度下妻地方広域事務組合ヘキサホール・きぬ特別会計歳入歳出決算について 原案認定
認定第６号 令和４年度下妻地方広域事務組合クリーンパーク・きぬ特別会計歳入歳出決算について 原案認定

令和５年 第２回議会定例会　議決事項一覧（令和５年10月19日開催）

歳 出歳 入

16億3,721万3,423円歳 入 14億5,627万2,427円歳 出
令和4年度 下妻地方広域事務組合　決算

分担金及び負担金
11億2,802万6,000円
（68.90％）

使用料及び手数料
2億37万8,862円
（12.24％）

国庫支出金
32万8,680円
（0.02％）

財産収入
23万4,356円
（0.01％） 繰越金

2億5,522万3,626円
（15.59％）

諸収入 5,302万1,899円（3.24％） 議会費 97万8,951円（0.07％）
総務費
5,665万8,724円
（3.89％）

土木費
2億2,358万8,094円
（15.35％）

衛生費（清掃費）
10億8,042万7,212円
（74.19％）

衛生費（保健衛生費）
9,461万9,446円
（6.50％）
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基金とは？

下妻地方広域事務
組合の将来にわた
る預貯金です。
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下妻地方広域事務組合　基金残高の推移

決
算  

歳
入
歳
出
説
明


